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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期

第３四半期累計期間
第48期

第３四半期累計期間
第47期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 8,856,080 7,041,288 11,751,362

経常利益 （千円） 761,423 203,876 825,593

四半期（当期）純利益 （千円） 453,882 112,867 478,896

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 2,144,134 2,144,134 2,144,134

発行済株式総数 （株） 7,767,800 7,767,800 7,767,800

純資産額 （千円） 10,842,938 10,881,885 10,841,973

総資産額 （千円） 18,285,100 17,940,916 17,935,439

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 58.51 14.55 61.73

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 7.50 7.50 15.00

自己資本比率 （％） 59.3 60.7 60.5

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 860,589 170,556 855,473

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △189,582 △324,084 △399,825

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △585,454 459,633 △706,361

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,682,887 1,652,725 1,346,620

 

回次
第47期

第３四半期会計期間
第48期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 23.79 11.97

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

　なお、平成26年10月に関係会社であった株式会社日本瓦ユニオンについて所有株式をすべて売却したため、同社は

関係会社ではなくなっております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、消費増税後の景気回復の遅れや、急激な円安によるコスト上昇圧

力等により、消費の底打感はあるものの未だ全般的な景気の回復が見られない状況にあります。

当業界におきましては、新設住宅着工戸数（持家）が10ヶ月連続で前年を下回り、第３四半期累計期間において

は前年同四半期比マイナス23.6％減となるなど、住宅需要の減少を余儀なくされており、ますます厳しい市場環境

となっております。

このような経営環境のもと、当社は引き続きリフォーム市場への展開を強化して参りましたが、消費増税による

長引く個人消費の低迷によりＦ形瓦を中心に販売が落ち込み、売上高につきましては、前年同四半期比20.5％減の

7,041百万円となりました。

損益面につきましては、当第３四半期会計期間においては、世界的な原油安による燃料価格の低下や、歩留り改

善などによる自助努力で売上原価率は改善傾向となりましたが、当第２四半期累計期間における燃料価格・円安の

影響、販売低迷による生産調整による影響を吸収することはできず、当第３四半期累計期間における売上原価率

は、前年同四半期比2.5ポイント増の77.3％に上昇しました。

この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高7,041百万円（前年同四半期比20.5％減）、営業利益214百万

円（前年同四半期比72.7％減）、経常利益203百万円（前年同四半期比73.2％減）、四半期純利益は112百万円（前

年同四半期比75.1％減）の減収減益となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ306百万

円増加し、1,652百万円となりました。

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間に比べ690百万円減少し、170百万円となりました。

これは主に、増加要因としては、売上債権の減少額444百万円（前年同四半期は売上債権の増加額450百万円）及

び割引手形の増加額170百万円（前年同四半期は割引手形の減少額142百万円）等によるものです。減少要因として

は、賞与引当金の減少額165百万円（前年同四半期比72百万円増）、たな卸資産の増加額425百万円（前年同四半期

はたな卸資産の減少額165百万円）及び法人税等の支払額324百万円（前年同四半期比205百万円増）等によるもの

です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間に比べ134百万円増加し、324百万円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出335百万円（前年同四半期比136百万円増）等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、459百万円（前年同四半期は585百万円の使用）となりました。

これは主に、増加要因としては、短期借入金の増加800百万円によるものです。減少要因としては、長期借入金

の返済による支出225百万円（前年同四半期比245百万円減）等によるものです。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
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(4）研究開発活動

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、70百万円であります。

当第３四半期累計期間において、当社の研究活動の状況に重要な変更はありません。

 

(5）財務政策

当社の所要資金調達は大きく分けて設備投資資金・運転資金となっております。基本的には「営業活動による

キャッシュ・フロー」の増加を中心としながらも、多額の設備資金につきましては、その時点で最適な方法による

調達を原則としております。また、銀行借入金につきましては、阿久比工場用地を始め、担保に供していない資産

もあり、借入限度枠にも余裕があり、手元流動性預金・手形割引とあわせ、緊急な支払いにも対応可能な体制を整

えております。

余資の運用につきましては、長期借入金の返済を最優先としております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年２月５日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,767,800 7,767,800

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第二部

単元株式数

100株

計 7,767,800 7,767,800 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
－ 7,767 － 2,144 － 2,967

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 10,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,756,000 77,560 －

単元未満株式 普通株式 1,400 － －

発行済株式総数 7,767,800 － －

総株主の議決権 － 77,560 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株含まれております。また、

　　　　「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権31個が含まれております。

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社鶴弥
愛知県半田市州の崎町２

番地12
10,400 － 10,400 0.13

計 － 10,400 － 10,400 0.13

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　　　なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成26年10月１日から平成26

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,358,620 1,664,725

受取手形及び売掛金 2,223,938 ※２ 1,570,538

商品及び製品 1,442,291 1,892,207

仕掛品 53,201 54,071

原材料及び貯蔵品 178,886 153,423

その他 181,949 83,214

貸倒引当金 △10,336 △7,232

流動資産合計 5,428,551 5,410,948

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,640,933 1,576,057

土地 9,195,043 9,195,043

建設仮勘定 222,780 370,875

その他（純額） 953,201 842,959

有形固定資産合計 12,011,958 11,984,935

無形固定資産 52,949 40,949

投資その他の資産   

投資有価証券 313,979 371,301

その他 129,712 133,808

貸倒引当金 △1,712 △1,026

投資その他の資産合計 441,979 504,083

固定資産合計 12,506,888 12,529,967

資産合計 17,935,439 17,940,916
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,904,767 ※２ 711,826

電子記録債務 － 1,094,698

短期借入金 1,700,000 2,500,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 329,361 8,668

賞与引当金 280,842 114,996

その他 630,979 566,209

流動負債合計 5,145,949 5,296,399

固定負債   

長期借入金 1,575,000 1,350,000

退職給付引当金 85,033 77,113

役員退職慰労引当金 217,246 245,586

その他 70,236 89,932

固定負債合計 1,947,516 1,762,631

負債合計 7,093,466 7,059,031

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,144,134 2,144,134

資本剰余金 2,967,191 2,967,191

利益剰余金 5,657,586 5,660,218

自己株式 △5,786 △5,786

株主資本合計 10,763,125 10,765,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 78,847 116,127

評価・換算差額等合計 78,847 116,127

純資産合計 10,841,973 10,881,885

負債純資産合計 17,935,439 17,940,916
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 8,856,080 7,041,288

売上原価 6,626,628 5,441,011

売上総利益 2,229,451 1,600,277

販売費及び一般管理費 1,444,807 1,386,181

営業利益 784,643 214,095

営業外収益   

受取利息 128 134

受取配当金 8,191 8,452

売電収入 3,134 9,603

その他 15,973 24,580

営業外収益合計 27,428 42,770

営業外費用   

支払利息 34,734 30,475

手形売却損 5,015 6,803

その他 10,898 15,710

営業外費用合計 50,648 52,989

経常利益 761,423 203,876

特別利益   

固定資産売却益 503 570

関係会社株式売却益 － 9,999

特別利益合計 503 10,570

特別損失   

固定資産売却損 2,480 －

特別損失合計 2,480 －

税引前四半期純利益 759,446 214,446

法人税、住民税及び事業税 243,644 10,752

法人税等調整額 61,919 90,827

法人税等合計 305,563 101,579

四半期純利益 453,882 112,867
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 759,446 214,446

減価償却費 273,260 263,033

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,522 △3,789

賞与引当金の増減額（△は減少） △93,293 △165,846

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,057 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,451 1,570

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,261 28,340

受取利息及び受取配当金 △8,320 △8,586

支払利息 34,734 30,475

売上債権の増減額（△は増加） △450,653 444,827

たな卸資産の増減額（△は増加） 165,419 △425,322

仕入債務の増減額（△は減少） 253,892 △38,066

割引手形の増減額（△は減少） △142,228 170,268

その他 184,164 8,881

小計 1,007,715 520,232

利息及び配当金の受取額 8,317 8,584

利息の支払額 △36,649 △34,113

法人税等の支払額 △118,794 △324,146

営業活動によるキャッシュ・フロー 860,589 170,556

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △199,374 △335,900

その他 9,792 11,816

投資活動によるキャッシュ・フロー △189,582 △324,084

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 800,000

長期借入金の返済による支出 △470,000 △225,000

配当金の支払額 △115,454 △115,366

財務活動によるキャッシュ・フロー △585,454 459,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85,552 306,104

現金及び現金同等物の期首残高 1,597,334 1,346,620

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,682,887 ※ 1,652,725
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げた定めについて第１

四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間

定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似

した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引

率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半期

累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。

この結果、当第３四半期累計期間の期首の退職給付引当金が9,491千円減少し、利益剰余金が6,125千円増加してお

ります。また、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響は軽微であります。
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（四半期貸借対照表関係）

　１　受取手形割引高

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形割引高 560,469千円 730,737千円

 

　※２　四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半

期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に含ま

れております。

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形 －千円 5,608千円

支払手形 － 80,308

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第３四半期累計期間

（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

現金及び預金勘定 1,694,887千円 1,664,725千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △12,000 △12,000

現金及び現金同等物 1,682,887 1,652,725

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 58,180 7.5 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

平成25年10月16日

取締役会
普通株式 58,180 7.5 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月24日

定時株主総会
普通株式 58,180 7.5 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金

平成26年10月21日

取締役会
普通株式 58,180 7.5 平成26年９月30日 平成26年12月９日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第３四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　

平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

　当社は、陶器瓦の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 58円51銭 14円55銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 453,882 112,867

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 453,882 112,867

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,757 7,757

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成26年10月21日開催の取締役会において、平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり当期中間配当を行うことを決議し、支払を行いました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58,180千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７円50銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・・・・・・・・・平成26年12月９日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

   平成27年２月４日

株式会社　鶴弥    

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大中　康宏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 淺井　明紀子　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社鶴弥の

平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第48期事業年度の第３四半期会計期間（平成26年10月１日から平成26年12

月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社鶴弥の平成26年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第３四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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